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平
成
30
年
北
海
道
胆
振
東
部

地
震
災
害
義
援
金
・
災
害
見
舞

金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
申
請
終
了
ま
で
約
１
か
月
と
な

り
ま
し
た
。
借
家
（
公
営
住
宅
、

ア
パ
ー
ト
、
社
宅
）
の
世
帯
も
支

給
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
だ

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
忘

れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
３
月
29
日
㈮　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
17
時
ま
で

申
請
窓
口　
（
総
合
庁
舎
）
特
設

窓
口
、（
総
合
支
所
）
住
民
サ
ー

ビ
ス
課

対
象　
平
成
30
年
９
月
６
日
時
点

で
安
平
町
に
住
ん
で
い
た
方

※
２
世
帯
住
宅
の
場
合
は
、
代
表

の
世
帯
主
の
み
が
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

持
ち
物　
義
援
金
・
見
舞
金
配
分

申
請
書
、り
災
証
明
書
の
写
し（
被

害
程
度
問
わ
ず
必
要
）、振
込
先
の

通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し
、
生
活
根
拠
を
証
明
す
る
　
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
よ
り

　
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
よ
り

被
災
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、
登
記

の
専
門
家
で
あ
る
法
務
局
職
員
と

土
地
家
屋
調
査
士
が
、
土
地
や
建

物
に
関
す
る
悩
み
に
無
料
で
お
答

え
し
ま
す
。

日
時　
２
月
28
日
㈭
10
時
～
14
時

場
所　
総
合
庁
舎
（
２
階
特
設
窓

口
）

相
談
内
容　
土
地
や
建
物
の
権
利

証
の
紛
失
、
隣
地
と
の
境
界
線
の

不
鮮
明
、
倒
壊
し
た
建
物
の
登
記

の
取
り
扱
い
な
ど

問
合
せ　
札
幌
法
務
局
民
事
行
政

調
査
官
室

☎
０
１
１‒

７
０
９‒

２
３
１
１

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
１
５
３
）

総
務
課
復
興
・
生
活
再
建
支
援
室　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
１

　
り
災
証
明
書
は
、
市
町
村
が
住

家
等
の
被
害
等
の
状
況
を
調
査

し
、
被
災
者
へ
交
付
す
る
「
災
害

に
よ
る
被
害
の
程
度
を
証
明
す

る
書
面
」
で
す
。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
、
災
害
義

２月 14 日時点　義援金・見舞金申請件数
　 被害数 申請数 申請率

全壊 93 73 78%
大規模半壊 54 48 89%

半壊 302 267 88%
一部損壊 2,457 2,090 85%
無被害 185 99 54%

長期避難世帯 　 16
計 3,091 2,593 84%

公
費
解
体
に
つ
い
て

登
記
特
設
相
談
所
を

　
　
　
　
　
　
　

 

開
設
し
ま
す

り
災
証
明
書
の
交
付
は

　
　
　
　
　

 

お
済
み
で
す
か
？

書
類
の
写
し
（
運
転
免
許
証
や
住

所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
保
険
証
な

ど
９
月
６
日
に
被
災
場
所
で
居
住

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
）

問
合
せ　
総
務
課
復
興
・
生
活
再

建
支
援
室　
　
　
☎
㉒
２
５
１
１　

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
☎
㉕
２
４
１
１

援
金
等
の
配
分
に
お
い
て
も
、
申

請
の
際
に
り
災
証
明
書
が
必
要
と

な
り
ま
す
（
無
被
害
で
も
義
援
金

の
配
分
が
あ
り
ま
す
）。
そ
の
他
、

各
種
支
援
制
度
の
適
用
を
受
け
る

際
に
も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
次

の
窓
口
に
お
い
て
、
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、

支
援
金
等
の
申
請
前
に
再
調
査
を

希
望
さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て

も
、
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

（
再
調
査
の
申
込
期
限
は
、
３
月

29
日
ま
で
と
し
、
調
査
実
施
は
５

月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
）。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
建
物
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
「
調

査
済
証
」（
無
く
て
も
申
請
は
可
能
）

・
本
人
確
認
書
類

申
請
・
問
合
せ

税
務
住
民
課
税
務
グ
ル
ー
プ　

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
３

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
住
民
サ
ー
ビ
ス

グ
ル
ー
プ　
　
　
☎
㉕
２
４
１
１

全
壊
・
大
規
模
半
壊
・
半
壊
の
判

定
を
受
け
た
住
家
に
つ
い
て
所
有

者
の
依
頼
に
基
づ
き
、
町
が
所
有

者
に
代
わ
り
解
体
・
撤
去
を
行
う

公
費
解
体
の
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
期
限
内
に
申
請
が
な
け

れ
ば
、
本
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
解
体
を
迷
わ
れ
て
い
る
方

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
３
月
29
日
㈮　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
17
時
ま
で

※
申
請
に
必
要
な
書
類
を
揃
え
る

た
め
日
数
を
要
す
る
場
合
が
あ
る

の
で
、
解
体
を
考
え
ら
れ
て
い
る

方
は
余
裕
を
も
っ
て
役
場
窓
口
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
既
に
自
費
で
解
体
を
実

施
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
も
、
申
請

期
限
が
３
月
29
日
㈮
ま
で
で
す
。

問
合
せ　
総
務
課
復
興
・
生
活
再

建
支
援
室　
　
　
☎
㉒
２
５
１
１　

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
☎
㉕
２
４
１
１


